
３）パネルディスカッション
テーマ：はじめませんか？日々の買い物で

「環境にやさしい農業」を推進

〇コーディネーター
・元さぬき讃フルーツ大使 木戸 亜耶 氏
〇パネリスト
・生活協同組合コープかがわ 理事長 木村 誠 氏
・エコファーマー 西川農園 園主 西川 怜央 氏
・幼保連携型認定こども園だいご 園長 筑後ひとみ 氏
・香川県農政水産部 次長 今西 直人

日時：令和５年９月15日(金) 13時30分～16時
場所：香川県社会福祉総合センター

コミュニティホール（裏面参照）
主催：香川県

定員100名

申込多数時は抽選の

場合あり

２）講演：エシカル消費のすすめ
生活協同組合コープかがわ 理事長 木村 誠 氏

１）情報提供：みどりの食料システム法に基づく新たな認定制度
香川県農政水産部農政課

※申込書は裏面です。



・エシカル消費（倫理的消費）とは？
「エシカル」とは、英語で「倫理的な」という意味の英語。
直訳すると「倫理的な消費」となり、消費者それぞれが各自にそっての社会的課題の解決を考慮
したり、そうした課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことになります。

2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標(SDGs)
の17のゴールのうち、特にゴール12に関連する取組です。

・会場までの交通のご案内：
香川県社会福祉総合センター
コミュニティホール（１階）

◇ＪＲ高松駅より 徒歩約１５分
◇ことでん瓦町駅より 徒歩約１０分
◇地下有料駐車場 約５５台収容可能
（２５分１００円）
◇路線バス 「県庁・日赤前」より徒歩2分
「市役所西」より徒歩3分

・みどりの食料システム法について
農林漁業に由来する環境への負荷の低減を図る事業活動等を認定し、農林漁業及び食品産業の持
続的な発展、環境への負荷の少ない健全な経済の発展等を図るものです。

住所

氏名

電
話

所属：
□消費者 □流通業者 □生産者 □行政
□その他 ✓をお願いします。

市・町 ( )
－

(ふりがな)

お問い合わせ先：香川県農業経営課 ＴＥＬ：０８７－８３２－３４１１
申込締切：令和５年９月４日(月）までにＦＡＸ送信ください。

申込書 香川県農業経営課 環境・植物防疫グループ あて
ＦＡＸ：０８７－８０６－０２０３


